
【 参考資料：会社情報の適時開示に係る社内体制の概略図 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定事実 決算情報 発生事実 

各部門（子会社を含む） 

（当該重要事実に関する担当役職員、子会社担当の当社役職員） 

会社情報の集約、管理 

重要性の判断及び情報開示の要否の検討 

（情報取扱責任者、経営管理部、知財法務部、経営戦略部、財務経理部等） 

適時開示の決定 

（代表取締役） 

内部監査室 

取締役会 監査役会 

適時開示の実行 

情報取扱責任者（取締役管理本部長） 

情報開示担当者（広報室） 

東京証券取引所 

報告 

具申 

承認 

（取締役会の承認が必要な重要事項の場合） 

承認 

指示 

適時開示情報伝達システムへの登録 

以 上 

報告 


